
使用料の見直し（令和８年４月１日～） R8.2.24

大分県漁港管理条例の改正案

別表第２（第15条関係）

改正前 改正後

砂利 １立方
メートル

172円 175円

切込砂
利

１立方
メートル

141円 143円

砂 １立方
メートル

131円 133円

土砂 １立方
メートル

120円 122円

土 １立方
メートル

120円 122円

泥土 １立方
メートル

82円 83円

粘土 １立方
メートル

147円 149円

礫
れき １立方

メートル
95円 96円

栗石 １立方
メートル

172円 175円 径８センチメートル以上20センチ
メートル未満のもの

玉石 １個 56円 57円 径20センチメートル以上35センチ
メートル未満のもの

転石 １個 69円 70円 径35センチメートル以上60センチ
メートル未満のもの

１個 82円 83円 径60センチメートル以上90センチ
メートル未満のもの

１個 132円 134円 径90センチメートル以上

野面石

名　称 種　類 単　　位
金　　額

備　　考

土砂採取
料

別表第１（第14条関係）

改正前 改正後

12時間以内
のとき

202円 205円

12時間を超
え24時間以
内のとき

269円 274円

24時間を超
えるとき

269円に、24時間
を超える12時間ご
とに135円を加算
した額

274円に、24時間
を超える12時間ご
とに137円を加算
した額

12時間以内
のとき

4円3銭 4円10銭

12時間を超
え24時間以
内のとき

5円37銭 5円47銭

24時間を超
えるとき

5円37銭に、24時
間を超える12時間
ごとに2円69銭を
加算した額

5円47銭に、24時
間を超える12時間
ごとに2円74銭を
加算した額

1,750円 1,800円

2,600円 2,650円

※単位
変更

480円
（1年1平方メートル)

1円71銭
（1日1平方メートル)

工作物を設置する目的で
使用するときは、上記使
用料の額の倍額とする。

1トン
1回

2円64銭 2円69銭

※単位
変更

740円
（1年1平方メートル)

2円63銭
（1日1平方メートル)

金　額
備　　　考

船長5メートル未満の
船舶

1月
1隻

使用料
等の名
称

区　　　分 単位

１　公用船、漁船、救助
船及び避難船について
は、免除する。
２　定期船については、
上記使用料の額の半額と
する。

船長5メートル以上の
船舶

野積場　漁具干場　各種漁
港施設の敷地

可動橋

道路

使用料 岸壁
（係
留指
定施
設を
除
く。
）

総トン
数50ト
ン未満
の船舶

1隻
1回

1　公用船、漁船、救助船
及び避難船については、
免除する。
2　定期船については、上
記使用料の額の半額とす
る。

総トン
数50ト
ン以上
の船舶

1トン
1回

係留
指定
施設


